
 
議
員
堀
ひ
ろ
子
は
３
月
に
行
わ
れ
た
議
会
に
お
い
て
、
学
校
給
食
・
医
療
費
の
削
減
・
子
育
て
支
援
・
条
例
改
定
に
つ
い
て
、
一
般
質
問
と
討
論
を
行
い
ま
し
た
。 
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学
校
給
食 

自
校
方
式
の
存
続
を
求
め
る
一
般
質
問 

【 

堀 

】 

食
環
境
が
乱
れ
「
子
ど
も
た
ち
に
も
成
人
病
の
症
状
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
」
こ
と
が
社
会
問
題
に
な
る
な
か
、
０
８
年
に
改
正
さ
れ
た
新
「
給

食
法
」
は
「
食
育
の
推
進
」
を
新
た
に
規
定
し
「
食
に
関
す
る
指
導
の
充
実
」

「
安
心
・
安
全
な
食
材
の
使
用
や
地
場
産
物
の
積
極
的
な
活
用
」
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。 

心
身
の
健
全
な
発
達
を
重
視
し
、
安
全
な
食
材
を
使
用
し
た
給
食
づ
く
り

で
、
生
き
た
教
材
と
し
て
の
学
校
給
食
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
今
後
の
学

校
給
食
事
業
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

【 

市 

】
安
全
・
安
心
で
質
の
高
い
給
食
を
提
供
し
、
効
果
的
で
効
率
性
の

高
い
事
業
運
営
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、
基
本
的
な
方
向
性
を
検
討
す
る
「
学

校
給
食
在
り
方
検
討
委
員
会
」
で
協
議
し
て
い
く
。 

【 

堀 

】 

新
し
い
小
学
校
建
設
に
あ
わ
せ
て
、
自 

校
方
式
か
ら
セ
ン
タ
ー
方
式
に
移
行
す
る
計
画
で
あ
る
。 

調
理
が
学
校
内
で
行
わ
れ
る
自
校
方
式
の
ほ
う
が
、
栄 

養
士
や
調
理
員
と
の
ふ
れ
合
い
が
生
ま
れ
、
労
働
へ
の 

感
謝
、
思
い
や
り
な
ど
、
社
会
性
を
身
に
つ
け
る
こ
と 

に
つ
な
が
り
、
よ
り
効
果
的
な
「
食
教
育
」
が
で
き
る
。 

姶
良
市
の
学
校
給
食
が
「
教
育
」
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
で
き
る

よ
う
望
む
。 

ま
た
内
閣
府
の
「
食
育
推
進
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、「
地
場
産
物
の
使
用

割
合
目
標
」
を
「
３
０
％
以
上
」
と
掲
げ
て
い
る
が
、
当
市
で
は
ど
う
か
。 

【 

市 

】 

子
ど
も
の
望
ま
し
い
食
習
慣
を
養
う
こ
と
や
、
地
場
産
物
の
活
用

等
、
栄
養
教
諭
を
中
心
に
食
に
関
す
る
指
導
の
充
実
に
努
め
る
。（
後
日
「
約

２
８
％
」
と
回
答
） 

※
表
面
の
里
山
議
員
の
記
事
も
参
照
く
だ
さ
い
。 

予
防
意
識
改
革
で
健
康
増
進
一
般
質
問 

【 

堀 

】
予
防
医
療
と
し
て
行
う
定
期
検
診
・
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
率
を
引

き
上
げ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
具
体
策
を
考
え
て
い
る
か
。 

【 

市 

】
広
報
・
啓
発
に
努
め
、
受
診
し
や
す
い
体
制
の
整
備
を
図
る
。 

【 

堀 

】
全
国
一
の
健
康
長
寿
の
県
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
長
野
県
は
、
住

民
と
一
体
と
な
っ
た
保
健
行
政
を
地
道
に
と
り
く
ん
で
い
る
。 

な
か
で
も
、
佐
久
市
は
、
予
防
医
療
を
重
視
し
、
検
診
や
そ
の
後
の
フ
ォ

ロ
ー
に
力
を
い
れ
、
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
保
健
補
導
員
制
度
を
行
っ

て
い
る
。 

市
民
の
多
く
が
補
導
員
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
健
康
に
対
す
る
意

識
が
変
わ
り
、
医
療
費
の
抑
制
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。 

住
民
と
一
体
と
な
っ
た
保
健
行
政
、
市
民
の
健
康
に
対
す
る
予
防
意
識
の

改
革
に
取
り
組
む
考
え
は
あ
る
か
。 

ま
た
佐
久
市
で
は
、
補
導
員
が
健
康
診
査
や
健
康
教
室
へ
の
参
加
呼
び
か

け
を
こ
ま
め
に
す
る
こ
と
で
、
健
康
診
査
の
受
診
率
が
上
が
り
、
健
康
長
寿

の
効
果
（
在
宅
死
亡
率
・
高
齢
者
の
就
業
率
・
国
保
一
人
当
た
り
の
医
療
費

の
結
果
）
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
当
市
で
は
、
受
診
者
数
の
増
加
の
た
め
に
、

具
体
的
に
ど
う
取
り
組
む
か
。 

【 

市 

】
住
民
の
地
区
組
織
活
動
は
重
要
。 

本
市
の
関
係
団
体
等
の
協
力
を
得
て
市
民 

と
一
体
と
な
っ
た
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
。 

お
む
つ
交
換
台
設
置
で
子
育
て
支
援
一
般
質
問 

【 

堀 

】
子
育
て
世
代
の
市
民
か
ら
「
公
園
の
ト
イ
レ
に
お
む
つ
交
換
台
が

あ
れ
ば
、
子
ど
も
を
連
れ
て
外
で
遊
び
や
す
い
」
と
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

子
育
て
し
や
す
い
環
境
整
備
と
し
て
、
利
用
者
の 

多
い
公
共
施
設
に
お
む
つ
交
換
台
を
設
置
で
き
な
い
か
。 

施
政
方
針
に
お
け
る
「
都
市
公
園
等
の
ト
イ
レ
の
水 

洗
化
の
推
進
」
と
併
せ
て
、
整
備
を
す
す
め
て
ほ
し
い
。 

市
の
公
共
施
設
に
お
い
て
、
お
む
つ
交
換
台
が
整
備 

さ
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
か
。 

ま
た
、
今
後
の
設
置
計
画
は
あ
る
か
。 

【 

市 

】
６
つ
の
公
園
（
姶
良
運
動
、
宮
島
西
、
帖
佐
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
思
川
、

高
岡
、
春
日
、
黒
川
公
園
）
の
多
目
的
ト
イ
レ
内
に
設
置
し
て
い
る
。 

今
後
は
、
場
所
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
お
む
つ
交
換
台
、
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
な

ど
を
公
共
施
設
に
設
置
す
る
よ
う
検
討
す
る
。 

 

国
保
税
条
例
の
改
正
に
つ
い
て
討 

論 

今
回
の
改
定
で
「
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
」
を
行
う
こ
と
は
評
価
で

き
る
が
、
不
十
分
で
あ
り
特
に
子
育
て
世
代
・
現
役
世
代
に
は
負
担
増
が
生

じ
る
。（
例
）
夫
と
妻
・
子
ど
も
２
人
の
４
人
世
帯
、
年
間
所
得
２
０
０
万
円

の
場
合
、
４
万
８
０
０
０
円
増
。 

市
民
の
く
ら
し
が
大
変
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
市
民
の
負
担
が
生
じ
な
い

よ
う
十
分
な
繰
り
入
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
予
防
医
療
に
も

っ
と
力
を
入
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。 

 後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て
討 

論 

今
回
の
改
定
で
保
険
料
は
４
．
６
％
の
引
き
上
げ
（
平
均
４
万
６
２
３
５

円
／
年
）、
賦
課
限
度
額
も
引
き
上
げ
ら
れ
る
。 

高
齢
者
を
必
要
な
医
療
か
ら
排
除
す
る
こ
と 

に
な
り
か
ね
な
い
負
担
増
は
た
だ
ち
に
廃
止 

し
、
も
と
の
老
人
保
健
制
度
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

介
護
保
険
に
関
す
る
条
例
改
定
に
つ
い
て
討 

論 

今
回
の
改
定
は
、 

① 

保
険
料
の
基
準
額
が
月
額
４
３
４
０
円
（
年
額
５
万
２
１
０
０
円
）
と
な

り
、
８
．
５
％
の
引
き
上
げ
と
な
る
。
所
得
の
少
な
い
人
ほ
ど
負
担
割
合

が
高
く
な
る
逆
進
性
。 

② 

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
交
付
金
を
介
護
報
酬
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
国
の

負
担
は
減
る
が
、
自
治
体
と
住
民
の
負
担
が
増
え
る
。 

③ 

生
活
援
助
の
時
間
短
縮
（
６
０
分
→
４
５
分
）
に
よ
り
、
ヘ
ル
パ
ー
が
多

忙
に
な
り
、
離
職
も
増
え
る
。
結
果
、
高
齢
者
の
命
綱
を
奪
う
こ
と
に
な

る
、
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。 

改
定
は
、
効
率
化
を
掲
げ
て
い
る
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
削
減
と
自
治
体
・

住
民
へ
の
負
担
増
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。 

低
所
得
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
、
市
独
自
の
減
免
制
度
実
施
を
求
め
る
。

同
時
に
国
に
対
し
、
国
庫
負
担
を
増
や
す
よ
う
求
め
る
。 

 

 

 

 


